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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオンビームの照射により試料をスライス加工し断面を形成する工程と当該断面に電子
ビームを照射し断面像を取得する工程とを繰り返し施す断面加工観察方法において、
　前記試料の表面に前記イオンビームを走査照射し表面像を取得する工程と、
　前記表面像に前記スライス加工をするための第一のスライス領域と、前記第一のスライ
ス領域に隣接し、前記第一のスライス領域の長手方向の長さから前記第二のスライス領域
のスライス幅（Ｄ２）を差し引いた長手方向の長さを有する第二のスライス領域とを設定
する工程と、
　前記第一のスライス領域と前記第二のスライス領域に前記イオンビームを照射し、前記
断面を形成する工程と、
　前記断面に前記電子ビームを照射し、前記断面像を取得する工程と、を有する断面加工
観察方法。
【請求項２】
　前記第一のスライス領域と前記第二のスライス領域をエッチング加工して形成された段
差構造を含む前記断面像を取得し、エッチング加工された前記第二のスライス領域のスラ
イス幅を測長する工程を有する請求項１に記載の断面加工観察方法。
【請求項３】
　前記断面像と前記スライス幅とから前記試料の三次元像を構築する請求項２に記載の断
面加工観察方法。
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【請求項４】
　試料に断面を形成するために前記試料の表面にイオンビームを照射するイオンビーム鏡
筒と、
　前記断面の観察像を取得するために前記断面に電子ビームを照射する電子ビーム鏡筒と
、
　前記試料から発生する荷電粒子を検出する検出器と、
　前記検出器の検出信号から前記試料の観察像を形成する像形成部と、
　前記試料をスライス加工するための第一のスライス領域と、前記第一のスライス領域に
隣接し、前記第一のスライス領域の長手方向の長さから前記第二のスライス領域のスライ
ス幅（Ｄ２）を差し引いた長手方向の長さを有する第二のスライス領域とを前記表面の観
察像上に設定するスライス領域設定部と、を有する断面加工観察装置。
【請求項５】
　前記スライス加工により形成された複数の前記断面の観察像と前記スライス幅の長さか
ら前記スライス加工を施された領域の三次元像を形成する三次元像形成部と、を有する請
求項４に記載の断面加工観察装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集束イオンビームで断面を形成し、電子ビームで断面を観察する断面加工観
察方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスなどの内部構造や欠陥の解析手法として、集束イオンビームにより試料
の断面加工によりスライスし、所望の構造や欠陥を含む断面を露出させ、その断面を走査
電子顕微鏡で観察する断面加工観察方法が知られている。この手法によれば、試料内部に
ある観察対象をピンポイントで露出させることができるので、迅速に構造や欠陥を観察す
ることができる。
【０００３】
　さらに、断面加工と断面観察とを繰り返し実施し、取得した複数の断面観察像を組み合
わせることにより断面加工した領域の三次元画像を構築する方法が開示されている（特許
文献１参照）。この方法によれば、観察対象の三次元画像を構築することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２７００７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年の半導体デバイスの高密度化や寸法の縮小によりデバイスパターンが微細になった
ため、微小な観察対象の断面加工観察が求められている。この場合、断面と当該断面をス
ライス加工して形成された断面との間隔を極めて小さくすることにより、つまり、集束イ
オンビームのスライス幅を小さくすることにより、微小な観察対象を断面に露出させ観察
することができる。
【０００６】
　しかしながら、スライス幅が極めて小さいとその幅を測定することができないため、取
得したデータの信頼性に課題があった。例えば、スライス幅を１ｎｍとし実施した断面加
工観察で得た観察像が、実際にスライス幅が１ｎｍで撮影された観察像であるか確認する
ことができないため、観察像から実際の形状を測長することができないという課題があっ
た。
【０００７】



(3) JP 5969233 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

　この発明は、このような事情を考慮してなされたもので、その目的は、微小なスライス
幅であっても、スライス幅を測定し、信頼性の高い観察データを取得することができる断
面加工観察方法及び装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、この発明は以下の手段を提供している。
　本発明に係る断面加工観察方法は、イオンビームの照射により試料をスライス加工し断
面を形成する工程と当該断面に電子ビームを照射し断面像を取得する工程とを繰り返し施
す断面加工観察方法において、試料の表面にイオンビームを走査照射し表面像を取得する
工程と、表面像にスライス加工をするための第一のスライス領域と、第一のスライス領域
に隣接し、第一のスライス領域の長手方向の長さよりスライス幅の長さを差し引いた長手
方向の長さを有する第二のスライス領域とを設定する工程と、第一のスライス領域と第二
のスライス領域にイオンビームを照射し、断面を形成する工程と、断面に電子ビームを照
射し、断面像を取得する工程と、を有する。
【０００９】
　本発明に係る断面加工観察装置は、試料に断面を形成するために試料の表面にイオンビ
ームを照射するイオンビーム鏡筒と、断面の観察像を取得するために断面に電子ビームを
照射する電子ビーム鏡筒と、試料から発生する荷電粒子を検出する検出器と、検出器の検
出信号から試料の観察像を形成する像形成部と、試料をスライス加工するための第一のス
ライス領域と、第一のスライス領域に隣接し、第一のスライス領域の長手方向の長さより
スライス幅の長さを差し引いた長手方向の長さを有する第二のスライス領域と、を表面の
観察像上に設定するスライス領域設定部と、を有する。
【００１０】
　これにより、実際にスライス加工されたスライス幅を断面像から測長することができる
。従って、スライス幅を精度良く測長することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る断面加工観察方法及び装置によれば、微小なスライス幅であっても、スラ
イス幅を測定し、信頼性の高い観察データを取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る実施形態の断面加工観察装置の構成図である。
【図２】本発明に係る実施形態の断面加工観察方法の説明図である。
【図３】本発明に係る実施形態の断面加工観察方法の説明図である。
【図４】本発明に係る実施形態の断面加工観察方法の説明図である。
【図５】本発明に係る実施形態の断面加工観察方法の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る断面加工観察方法及び装置の実施形態について説明する。
　本実施形態の断面加工観察装置は、図１に示すように、ＥＢ鏡筒１と、ＦＩＢ鏡筒２と
、試料室３を備えている。試料室３内に収容された試料７にＥＢ鏡筒１から電子ビーム８
を、ＦＩＢ鏡筒２からイオンビーム９を照射する。
【００１４】
　さらに、試料加工装置は荷電粒子検出器として二次電子検出器４と反射電子検出器５を
備えている。二次電子検出器４は、電子ビーム８又はイオンビーム９の照射により試料７
から発生した二次電子を検出することができる。反射電子検出器５はＥＢ鏡筒１内部に備
えられている。反射電子検出器５は、電子ビーム８を試料７に照射した結果、試料７によ
り反射された反射電子を検出することができる。
【００１５】
　さらに、断面加工観察装置は試料７を載置する試料台６を備える。試料台６を傾斜させ
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ることにより試料７へのイオンビーム９の入射角度を変更することができる。試料台６の
傾斜は試料台制御部１６により制御される。
【００１６】
　断面加工観察装置は、さらに、ＥＢ制御部１２と、ＦＩＢ制御部１３と、像形成部１４
と、表示部１７を備える。ＥＢ制御部１２はＥＢ鏡筒１に照射信号を送信し、ＥＢ鏡筒１
から電子ビーム８を照射させる。ＦＩＢ制御部１３はＦＩＢ鏡筒２に照射信号を送信し、
ＦＩＢ鏡筒２からイオンビーム９を照射させる。像形成部１４は、ＥＢ制御部１２の電子
ビーム８を走査させる信号と、反射電子検出器５で検出した反射電子の信号とから反射電
子像を形成する。表示部１７は反射電子像を表示することができる。また、像形成部１４
は、ＥＢ制御部１２の電子ビーム８を走査させる信号と、二次電子検出器４で検出した二
次電子の信号とからＳＥＭ像のデータを形成する。表示部１７はＳＥＭ像を表示すること
ができる。また、像形成部１４は、ＦＩＢ制御部１３のイオンビーム９を走査させる信号
と、二次電子検出器４で検出した二次電子の信号とからＳＩＭ像のデータを形成する。表
示部１７はＳＩＭ像を表示することができる。
【００１７】
　断面加工観察装置は、さらに、入力部１０と、制御部１１を備える。オペレータは装置
制御に関する条件、例えばビーム照射条件、を入力部１０に入力する。入力部１０は、入
力された情報を制御部１１に送信する。制御部１１は、ＥＢ制御部１２、ＦＩＢ制御部１
３、像形成部１４、試料台制御部１６または表示部１７に制御信号を送信し、断面加工観
察装置の動作を制御する。
【００１８】
　装置の制御について、例えば、オペレータは表示部１７に表示された反射電子像、ＳＥ
Ｍ像やＳＩＭ像などの観察像に基づいて、イオンビーム９の照射領域を設定する。オペレ
ータは表示部１７に表示された観察像上に照射領域を設定する加工枠を入力部１０により
入力する。ここで、加工枠とは、イオンビーム９を照射する領域と照射しない領域との境
界を示す枠である。さらに、オペレータは加工開始の指示を入力部１０に入力すると、制
御部１１からＦＩＢ制御部１３に照射領域と加工開始の信号が送信され、ＦＩＢ制御部１
３からイオンビーム９が試料７の指定された照射領域に照射される。これによりオペレー
タが入力した照射領域にイオンビーム９を照射することができる。
【００１９】
　また、断面加工観察装置は、ＳＩＭ像上にスライス加工するためのスライス領域を設定
するスライス領域設定部１５を備える。
　また、断面加工観察装置は、取得したＳＥＭ像と、スライス幅から試料の三次元像を構
築する三次元像形成部１８を備える。
【００２０】
　次に、本実施形態の断面加工観察方法について説明する。図２（ａ）に示すように、断
面を観察するための電子ビーム８を断面に照射できるように試料７に加工溝２１を形成す
る。試料７の表面７ａにイオンビーム９を走査照射しエッチング加工により加工溝２１を
形成する。図２（ｂ）は、図２（ａ）のＡ－Ａ断面図であり、電子ビーム８で断面７ｂを
走査照射できるようにスロープ形状の加工溝２１を形成する。スロープ形状にすることに
より、凹型の溝を形成する場合に比べてエッチング量が少なく、加工時間を短縮すること
ができる。
【００２１】
　そして、スライス加工と、それにより露出した断面の観察とを繰り返し行う。すなわち
、スライス領域２２にイオンビーム９ａを走査照射し、エッチング加工を施し、この加工
により露出された断面に電子ビーム８を走査照射しＳＥＭ像を取得する。次にスライス領
域２３にイオンビーム９ｂを走査照射し、エッチング加工を施し、次の断面を露出させＳ
ＥＭ像を取得する。これによりスライス領域の幅Ｄ１の間隔で、複数の断面のＳＥＭ像を
取得することができる。これらのＳＥＭ像から試料７内部の構造を分析することができる
。
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【００２２】
　ところで、スライス領域はイオンビーム９によりエッチング加工されるので、スライス
領域の幅Ｄ１内の試料部分はＳＥＭ像に現れない。従って、微小な観察対象を観察する為
には、スライス領域の幅Ｄ１を当該対象よりも小さく設定することが必要となる。しかし
、設定したスライス領域の幅と実際にエッチングされたスライス幅は同一になるとは限ら
ない。なぜなら、エッチングされる試料の材質や構造によってエッチングレートが異なる
からである。
【００２３】
　そこで、実際にエッチングされるスライス幅を測定することが必要となる。イオンビー
ム９を試料７の表面７ａに垂直な方向からスライスされた領域に走査照射し、ＳＩＭ像観
察し、スライス幅を測長する。しかし、スライス幅が微小な場合、特にイオンビーム９の
ビーム径以下であると、例えば５ｎｍ以下であると、ＳＩＭ像ではスライス幅を測定する
ことが困難である。
【００２４】
　そこで、本実施形態の試料加工方法では、次に説明するスライス幅測長方法を用いる。
スライス幅測定方法は、図３に示すように、スライス領域の長さをスライス領域の幅の分
だけ短くなるように設定し加工する。そして、加工により形成された断面をＳＥＭ観察す
る。ＳＥＭ観察は断面の微小な凹凸を観察することができるので、断面に形成された微小
なスライス幅と同じ長さの段差を観察することである。これにより断面のＳＥＭ像でスラ
イス幅を測長することができる。
【００２５】
　図３（ａ）は、試料７の表面７ａのＳＩＭ像３０である。加工溝３１が形成されている
。ここに、スライス領域設定部１５によりスライス領域３２、３３、３４、３５を設定す
る。スライス領域３３、３４、３５のスライス領域の長手方向の長さは、加工溝３１側に
隣接するスライス領域の長手方向の長さからスライス領域の幅を差し引いた長さになるよ
うに設定される。例えばスライス領域３３は、スライス領域３２の長さからスライス領域
３３の幅Ｄ２を差し引いた長さを有する。そして、設定したスライス領域３２、３３、３
４、３５にイオンビーム９を走査照射し、断面加工観察を施す。
【００２６】
　図３（ｂ）は、エッチング加工後のＳＩＭ像３１である。異なる長さのスライス領域を
用いることにより加工溝３７は段差形状３８を有する。
【００２７】
　図４は、電子ビーム８を走査照射し取得した断面３７ａのＳＥＭ像４０である。ＳＥＭ
像４０には、段差形状３８に起因する形状４８が現れている。形状４８の幅からスライス
幅を測長することができる。例えば、ＳＥＭ像４０で幅Ｄ３を測長した値を実際にエッチ
ングされたスライス幅とみなすことができる。これによりイオンビーム９により実際に試
料７がエッチング加工されるスライス幅を測長することができる。
【００２８】
　次に断面加工観察により得られた複数の断面のＳＥＭ像と、スライス幅測長方法により
得られた実際にエッチング加工されたスライス幅を用いて、断面加工した領域の三次元画
像を構築する方法について説明する。
【００２９】
　図５に示すように取得した複数のＳＥＭ像を実際にエッチング加工されたスライス幅に
基づく間隔で配置する。ＳＥＭ像５１とＳＥＭ像５２を、上記のスライス幅測長方法で取
得したスライス幅Ｄ４にＳＥＭ像の表示倍率をかけた長さの間隔で配置する。他のＳＥＭ
像も同様に配置する。これにより断面加工した領域の三次元画像を構築することができる
。
【符号の説明】
【００３０】
　１…ＥＢ鏡筒
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　２…ＦＩＢ鏡筒
　３…試料室
　４…二次電子検出器
　５…反射電子検出器
　６…試料台
　７…試料
　７ａ…表面
　７ｂ…断面
　８…電子ビーム
　９、９ａ、９ｂ…イオンビーム
　１０…入力部
　１１…制御部
　１２…ＥＢ制御部
　１３…ＦＩＢ制御部
　１４…像形成部
　１５…スライス領域設定部
　１６…試料台制御部
　１７…表示部
　１８…三次元像形成部
　２１…加工溝
　２２…スライス領域
　２３…スライス領域
　２４…スライス領域
　３０、３６…ＳＩＭ像
　３１、３７…       加工溝
　３２、３３、３４、３５…スライス領域
　３７ｂ…断面
　３８…段差形状
　４０…ＳＥＭ像
　４８…形状
　５１、５２…ＳＥＭ像
　Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４…スライス幅
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